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Ⅰ 新技術の解説

１ 要旨

発生予察事業における穂いもちの被害調査を簡便で効率的に実施できる１㎡達観調査法のマニュアルを作成した。１

㎡達観調査法は、現行調査法と比較して調査時間の大幅な短縮が図られ、同等の精度で穂いもちの被害程度を推定で

きる。

（1）調査は穂ぞろい20～30日後に行う。

（2）1圃場当たり任意に選定した数地点で調査を行う。

（3）約1㎡の範囲を表１の穂いもち達観調査基準に従い、地点ごとの被害籾割合を算出し、それを平均して圃場の被

害籾割合とする。

（4）詳細な調査を行う場合、調査基準階級値（表1）の間に新たな階級値を設定してもよい（例えば0.1、0.5、2、4、6，8

等）。その場合の被害籾割合は表1の調査基準に基づき比例換算して求める。例えば、階級値0.1、0.5、2、4の場

合、被害籾割合はそれぞれ0.5、2.5、7.5、17.5％となる。

（5）本調査法は、地域のイネの生育情報（1株当たり穂数、1穂籾数等）を事前に確認することが重要である(表２)。そう

することで現行調査法と同程度の精度で調査時間の短縮が可能である（図１、表3）。

２ 期待される効果

（1） 病害虫防除所等の巡回調査において、穂いもちの地域的な発生状況を効率的に把握できる。

（2） 簡便で調査時間も大幅に短縮できるため、ＪＡ等地域指導者が行う面的な被害状況の把握にも利用できる。

３ 適用範囲

県下全域

４ 普及上の留意点

(1)調査精度を確保するため、調査者により調査時間が極端に短くならないよう、1地点当たり一定時間以上は調査

するよう事前に打ち合わせを行う。



Ⅱ 具体的データ等

表３ 各調査法の１地点当たり調査時間
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１ ほ場での株当たり穂数が20～25本の場合、
各株に穂首いもちが1本ずつあると4～5％の被害になります。

２ 「ひとめぼれ」では、1穂当たりの籾数は70粒程度です。
各穂に平均して７粒ずつ被害籾があれば10％の被害です。

３ 1地点の調査範囲は１㎡（約25株、条当たり5株×5条）の達観調査
を行います。調査は表１の調査基準に従って行います。

４ 調査地点全体の被害籾割合が５％程度と思った場合は１としてく
ださい。

５ 調査基準の階級値は、発病程度に応じ間の数値で評価してもかま
いません。

表２ 調査前の確認事項（例 福島県郡山市の場合）

階級値 0 1 3 5 7 9 10
被害籾割合（％） 0 5 10 25 50 75 100

表1 穂いもち達観調査基準

階級値および被害籾割合は浅賀1981）の本田における穂いもち調査基準に準じて設定した。

対現行調査

1㎡達観調査法 53.9 ± 21 7
現行調査法 800.8 ± 357 100

調査時間
（秒/地点）

１地点当たりの調査時間の平均値±標準偏差。病害虫防除所

職員 2名がそれぞれ異なる地点（17 圃場 22 地点）を調査し、

1地点当たりの平均調査時間を算出した。調査は調査者 1名、

記録者 1 名の 2 名 1 組でおこなった。現行調査法の調査時間

には 5 株の穂数調査に要する時間も含まれている。現行調査

法：穂首に罹病した穂および 1/5 以上の枝梗が罹病している

穂数を調査し、発病穂割合を算出した。あわせて 1 地点当た

り 5 株の穂数調査を行った。1地点当たり 25 株調査した。
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図１ 1㎡達観調査と現行調査の比較

福島県内の現地定点調査圃場および巡回調査圃場

において、同一株に対して㎡達観調査と現行調査を行

い、調査結果の比較を行った。病害虫防除所職員2名

がそれぞれ異なる地点を調査した。調査地点数は22。

ρ:スぺアマンの順位相関係数
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